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第２章 南越前町の現状と課題 

１．町の概要 

 

 本町は、福井県のほぼ中央、嶺北地域の南端に位置し、北は越前市、越前町と池田町、東

および南は岐阜県・滋賀県、西は敦賀市と日本海に接する山・海・里の地形の変化に富んだ

自然豊かな町です。 

 町土面積は福井県全体の 8.2％にあたる 343.69㎢を有します。 

 地形は極めて急峻であり、総面積の約 92％が山林で占められ、海岸部は標高差 200～300m

平均斜度 35度の甲楽城断層と呼ばれる断層海岸ですが、冬は「越前加賀海岸国定公園」にも

指定されている海岸線一帯に、越前水仙の可憐で清楚な花が咲き誇ります。 

 また、田倉川や鹿蒜川などが合流した日野川が町の中央を南北に流れ、河川沿いに田園風

景が広がります。 

 

 

（１）位置・地勢 

河野海岸に沈む夕日 

田園風景（南条地区） 
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気候は平野部と山間部、海岸部とで大きく異なります。平野部は内陸型で比較的温かいの

ですが、山間部は寒暖の差が激しく、県下有数の多雪地帯で、昭和 51年には特別豪雪地帯（今

庄地域のみ）に指定されています。 

一方海岸部では、対馬海流の影響により温暖な気候で、積雪量はほとんどありません。 

５年平均の年間気象統計の推移をみると、30 年間で最高気温は 0.92℃上昇、平均気温は

0.18℃上昇していることがわかります。月別の平均気温の推移を比較しても、ほとんどの月

で気温の上昇がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：気象庁（今庄観測所） 
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 本町の人口は、国勢調査によると、平成 2年では 13,804人、平成 27 年では 10,799人とな

っており減少傾向にあります。少子高齢化は他の自治体と同様に進んでおり、高齢化率※1は

年々上昇し、平成 27年では 33.8％となっています。 

 昭和 60 年以後の世帯数の増減をみると、平成 12 年の 3,745 世帯をピークに平成 27 年は

3,348世帯と減少しています。 

 

（単位：人、％、世帯） 

区  分 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

年少人口 ０～14歳 2,608 2,355 2,031 1,754 1,504 1,332 

生産年齢人口 15～64歳 8,675 8,236 7,750 6,968 6,563 5,822 

老齢人口 65 歳以上 2,521 3,025 3,440 3,552 3,484 3,645 

人口合計 13,804 13,616 13,221 12,274 11,551 10,799 

高齢化率（老齢／総人口） 18.3  22.2  26.0  28.9  30.2  33.8 

世帯数 3,484  3,634  3,744  3,542  3,483  3,348 

平均世帯人員（総人口／世帯） 4.0  3.8  3.5  3.5  3.3  3.2  

 

資料：国勢調査（４月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※1 高齢化率：65歳以上の老齢人口が総人口に占める割合 
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経済の国際化が進み、日本の産業構造は大きく変化してきている中、本町の基幹産業であ

る第 1 次産業をはじめとして、経営基盤の脆弱な中小企業を中心とした第 2 次産業、小売業

がほとんどで商業集積度が低い第 3 次産業のいずれも、労働者の高齢化・後継者不足によっ

て衰退傾向にあります。 

第１次産業のうち、農業は、町の中央を南北に流れる日野川沿いの両岸に、圃場整備され

た田園が広がり、稲作を中心に、「花はす」や「そば」などが栽培されているほか、海岸部に

おいては、稲作に代わる振興作物として「梅」、「水仙」が栽培されています。 

林業は、町土の約９割を占める森林で優良材の杉やヒノキが生産されていますが、近年の

木材価格の低迷と、林家の高齢化により森林管理が困難になっています。 

水産業は、定置網漁業が中心になっていますが、漁獲量が不安定であることに加え、価格

が市場の影響を受けやすいなどの問題を抱えています。 

第２次産業については、工業団地を整備し数社の企業誘致に取り組んできましたが、依然、

建設業の占める割合が高くなっています。 

第３次産業のうち商業については、商業集積度が低いことに加え、近年の消費者ニーズの

多様化や近隣市への大型量販店の進出が背景にあり、1 店舗あたりの販売額は全県平均と比

べ小規模となっています。 

観光産業については、近年、観光・レジャーの多様化などの社会的要因や、地球規模の温

暖化などの自然環境的要因によって、観光客は減少しています。 

（単位：人） 

区  分 平成２年 平成 7 年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成27年 

就 業 者 数 7,598  7,441  6,874  6,166  5,719  5,475 

第 １ 次 産 業 933  868  506  494  406  401 

第 ２ 次 産 業 3,496  3,240  3,007  2,376  2,014  1,887 

第 ３ 次 産 業 3,169  3,333  3,361  3,296  3,299  3,187 

 

資料：国勢調査 
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 本町は、山林の面積が 46.9％を占めており、県と比較すると 8.6ポイント上回っています。

田畑は合わせて 8.8％、宅地は 2.1％となっています。 

 

（単位:ha） 

区  分 総面積 田 畑 宅地 山林 原野 
雑種地

その他 

南
越
前
町 

平成 26 年 12,985  1,004  146  278  6,137  201  5,219  

平成 27 年 13,011  1,005  145  279  6,138  200  5,244  

平成 28 年 13,015  1,005  145  278  6,114  200  5,273  

県 平成 28 年 262,539  39,813  5,592  17,570  100,694  2,632  96,238  

 

資料：固定資産概要調書（各年１月１日現在） 

※道路河川を除く、非課税地を含めた面積 
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２．生活環境 

 

①大気汚染 

大気汚染については、二酸化炭素、ベンゼン、ダイオキシン類等 11項目について環境基準

が定められています。県及び 5 市 1 組合では、汚染を未然に防止するため、ばい煙排出量の

多い地区や交通量の多い道路沿いを中心に 24測定局で大気の汚染状況を測定し、環境基準の

達成状況等を把握しています。また、緊急時に迅速かつ的確に対応できるよう各測定局と中

央監視局を通信回線で結ぶテレメータシステムにより常時監視しています。 

 本町では野外焼却（野焼き）による煙や匂いによる苦情が少なからずあります。野外焼却

とは、法律で認められた焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却することをいいます。例えば、

ドラム缶や一斗缶での焼却・ブロックや鉄板等で囲っただけ、地面で直接または穴を掘った

だけ、構造基準を満たさない焼却炉での焼却などをさし、これらは法律により禁止されてい

ます。災害の予防、行事などの例外を除き、野外焼却を行うと「５年以下の懲役もしくは 1,000

万円以下の罰金またはこの併科」が科せられます。例外を除く野外焼却が法律により禁止さ

れていることを町民に周知徹底し、解消することが課題です。 

 

②騒音・振動・悪臭 

騒音は、工場、事業所、建設作業及び交通機関など多様な発生形態があり、人の感覚に直

接影響を与え、日常生活の快適さを損なうことで問題となることが多く、感覚公害といわれ

ています。 

 振動は、騒音と同様に感覚公害であり、工場、事業所、建設作業及び交通機関など多様な

発生形態があり、中には物的被害が生じる場合もあります。 

 悪臭は、騒音・振動と同様に感覚公害であり、不快感を与え、食欲不振や頭痛をもたらす

など、人の健康や生活環境に影響を与えます。 

 本町において騒音、振動及び悪臭による苦情については、大きな事例はありません。しか

し、家畜や生活排水などの臭気などによる苦情が少なからずあります。 

 

（１）大気環境、水環境、化学物質 
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③水質汚濁 

水質汚濁とは、事業所や家庭などから排出される汚水をはじめ、農業や漁業などの産業活

動から生じる汚水によって河川や海域の水質が悪化したり、水底の土砂が汚染されたりする

現象です。河川や海域、地下水について環境基準が定められおり、河川の有機汚濁を測る代

表的な指標として生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）※1や、海域の有機汚濁を測る代表的な指

標として化学的酸素要求量（ＣＯＤ）※2などの指標があり、定期的に水質検査を実施し、水

質の保全が図られています。 

 水循環については、本町には上水道１、簡易水道８、飲料水供給施設２の計 11の水道事業

があり、取水は表流水と井戸の併用１、表流水７、伏流水１、井戸１、湧水 1の計 11箇所と

なっています。また、本町には県営水道の取水口があり、日野川から福井市や越前市、鯖江

市、南越前町及び越前町に安定した水を供給しています。下水処理について水洗化率は 97％

（平成 29年３月末現在）となっており、未接続家庭の加入促進に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④土壌汚染 

 土壌汚染とは、土壌中に蓄積した重金属、有機溶剤、農薬及び油などの物質が、自然環境、

人の健康及び日常生活へ影響を及ぼす状態をいいます。 

  本町には、「土壌汚染対策法」に基づいて指定された汚染区域はありません。 

 

⑤地盤沈下 

地盤沈下とは、地下水の過剰な汲み上げなどにより、主として粘土層が収縮することで起

きる現象です。 

本町には、現在までに地盤沈下の観測記録はありません。 

 

                                                   
※1 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ)：水中の有機物が微生物の働きによって分解される時に消費され

る酸素の量のことで、河川の有機汚濁を測る代表的な指標。数値が大きいほど水質は悪くなる 
※2 化学的酸素要求量（ＣＯＤ)：水中の有機物を酸化剤で分解する時に消費される酸化剤の量を酸素

量に換算したもので、海水や湖沼水質の有機物による汚濁状況を測る代表的な指標。数値が大きい

ほど水質は悪くなる 

奥野々浄水場（セラミック膜ろ過装置） 
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⑥ダイオキシン類 

 ダイオキシン類は、燃焼過程や化学物質の合成過程で、非意図的に生成される化学物質で

あり、極めて強い毒性を有し、分解されにくいため、微量の排出によって環境に大きな影響

を及ぼすおそれがあるものです。このため「ダイオキシン類対策特別措置法」で環境基準が

定められ、国や県では、同法や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などにより、規制や

指導を行っています。 

 

⑦農薬 

 農薬とは、害を与える生物（雑草、害虫、病原菌）から作物を守るために使われる薬剤の

ことです。除草剤や殺菌剤、殺虫剤、殺鼠剤などの種類があります。農薬は毒性、水質汚濁

性、水産動植物への影響、残留性等を厳格に審査して登録され、環境への影響が生じないよ

うにそれぞれの農薬使用基準を定め、それを守ることを義務づけています。むやみには使用

しない、使用方法・用量を守る、使用時期を遵守するなどの使用基準を守ることが基本です。

農薬はその安全性を確保するために、農薬の種類・剤型・作物別に、使用時期、使用回数、

使用法などについて定めた「農薬取締法」に基づき、製造、輸入から販売そして使用に至る

すべての過程で厳しく規制されています。 

安全な農産物を生産するうえで、適正な農薬の使用や減農薬・減化学肥料による農業、さ

らには有機栽培に注目が集まっています。消費者に対し、生産された農産物の安全性を訴え

ることは、言い換えれば環境にやさしい農業を実践していることになります。新しい取り組

みとして、県は「農作業の工程管理（ＧＡＰ）※1や取組みの情報公開」の実践を啓発してい

ます。町は県とともにＧＡＰの普及啓発に取り組んでいくことが重要です。 

また、農薬は散布面積に応じた量を購入し、その年内で使い切るように指導することも大

切です。農薬を未使用のまま長期間保管することにより発生する使用期限切れの農薬は、適

正に処分するよう指導していくことも必要です。 

 

                                                   
※1 農作業の工程管理（ＧＡＰ）：「Good Agricultural Practice」の頭文字をとったもので 農業生

産現場において、食品の安全確保などへ向けた適切な農業生産を実施するための管理のポイントを

整理し、それを実践・記録する取り組み 

産業用無人ロボによる農薬の空中散布 
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① ごみの分別 

本町のごみは、プラスチック製容器包装、資源ごみ等（空きかん、空きびん、ペットボト

ル、スプレーかん、カセットガスボンベ、ビデオテープ、カセットテープ、有害ごみ）、燃や

せるごみ、燃やせないごみに分別収集されています。また、臨時収集として年２回粗大ごみ

の収集を行うほか、各種団体による雑がみや古紙類の資源回収を奨励しています。 

また、南越清掃組合では、新ごみ処理施設が令和２年度に稼働する予定であり、同施設で

のサーマルリサイクルの実施に合わせたごみの分別方法の見直しを進めています。 

イベント時に発生するごみ処理の現状については、イベントには主に町外の方が来場し、

ごみの分別方法は自治体によって相違があることから、概ね来場者が分別に困らない程度の

ごみ入れ容器を準備設置しているところです。南越清掃組合での適正処理が可能となるよう、

イベント終了後に燃やせないごみやプラスチックごみなどは、人の手により再分別を行って

処理をしており、環境負荷を低く抑えるよう努めています。 

    

 

 

（２）循環型社会 

南越清掃組合指定ごみ袋 

（左：燃やせるごみ  右：プラスチック製容器包装専用） 
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②リサイクル 

   古紙類（新聞、雑誌、ダンボール）の集団による資源回収に町が補助金（収集団体に㎏当

たり５円、回収業者に㎏当たり２円）を出して奨励をしています。しかし、集団回収の主体

となっている子どもの数の減少により、集団回収が行き届かない集落の増加が課題となって

います。 

   

 ■団体別件数と回収量（平成２８年度） 

      

参加数 回収数（リサイクル量） 

延べ参加団体数 87 

内訳：区 13、子ども会 53、婦人会 7、 

その他 14 

 

312,010㎏ 

内訳：新聞      100,330㎏ 

雑誌      149,680㎏ 

ダンボール   62,000㎏ 

     

③廃棄物処理 

ア）一般廃棄物 

一般廃棄物とは、町が処理について責任を持っており、可燃ごみや不燃ごみなど、主に家

庭において出されたごみ（生活系ごみ）と事業系ごみのことです。 

『生活系ごみ』については、南越清掃組合で規定される分別方法で区分されたものにつき、

集落のごみステーションで回収し、『事業系ごみ』については、直接収集業者と契約を結び有

料回収しています。集落のごみステーションについては、地域住民の生活環境の充実とごみ

収集の円滑化を図るため、「南越前町ごみステーション整備事業」を実施し、ごみステーショ

ンの新規設置やごみステーションの更新・修繕に対し、経費の助成を行っています。 

本町の生活系ごみ処理量については、総量、町民一人当たりのごみ処理量がともに増加傾

向にあります。平成 28年度における町民１日一人当たりのごみの処理量（排出量）は 707ｇ

です。 

また、一人当たりの燃やせるごみの量は依然として増加傾向にあることから、マイバッグ

持参や生ごみの堆肥化など町民一人ひとりが生活の中でごみを減らす意識の高揚を図るとと

もに、行動に移すことが求められています。県では、「おいしいふくい食べきり運動」という

食材を使い切り、本来食べることができた食品ロスを減らす活動を行っており、市町が連携

して普及に取り組んでいます。 
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■本町におけるごみ処理の経費 

（単位：人、円）  

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

人口 11,562  11,416  11,241  11,116  
 

南越清掃組合負担額 168,972,000  183,439,000  183,882,000  185,098,000  

町民１人当たり 14,614  16,069  16,358  16,651 
１日 

当たり 
46 

 

資料：人口は住民基本台帳（各年４月１日現在）  

 

 

■本町におけるごみ処理量の推移 

 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

総
量
（
ｔ
） 

燃やせるごみ 1,949 2,064 2,115 2,155 

 

燃やせないごみ 219 216 231 221 

プラスチック容器包装 137 150 154 158 

資源ごみ 162 148 145 135 

粗大ごみ 228 205 221 201 

町
民
一
人
当
た
り
（㎏
） 

燃やせるごみ 169 181 188 194 
１
日
当
た
り
（ｇ
） 

532 

燃やせないごみ 19 19 21 20 55 

プラスチック容器包装 12 13 14 14 38 

資源ごみ 14 13 13 12 33 

粗大ごみ 20 18 20 18 49 

合計 234 244 256 258 合計 707 

 

 

 

イ）産業廃棄物 

   産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃

アルカリ、廃プラスチック類その他について廃棄物処理法で定められています。産業廃棄物

は排出事業者が自ら処理することが原則であり、原因者において直接処理業者と契約を結び

有料回収されています。また、農業資材の廃棄については、農協で回収を年１回行っていま

す。 
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ウ）漂着ごみ、不法投棄ごみ 

現状として漂着ごみや不法投棄ごみの処理が問題となっています。 

漂着ごみは、流木や海草などだけでなく、プラスチック類や缶類などの人工物が多い現状

となっています。漂着ごみを減らす対策は極めて難しく、そのごみの処理方法等を県内で共

有を図るなどの施策が講じられるほか、収集については各種団体、企業等のボランティア活

動に頼っているのが現状です。 

不法投棄ごみは、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵（冷凍）庫、洗濯機）などが多く、

関係機関との連携を図りながら監視パトロールを実施したり、広報や表示看板により意識啓

発を行っていく必要があります。 

 

■海岸漂着ごみの状況 

平成 28年ボランティア状況 

参加数 清掃実施距離 回収ごみの種類と量 

６月 １団体 

７月 ２団体 

８月 １団体 

９月 １団体 

 

延べ参加人数 165人 

延べ距離 

海岸３㎞ 

可燃ごみ(可燃物、流木、海藻類) 2.26㎥ 

不燃ごみ(不燃物、プラスチック)  2.17㎥ 

 

 

 

 

エ）バイオマス資源 

 今庄中部地区農業集落排水処理施設では、処理工程で発生する汚泥を堆肥化するコンポス   

ト施設を整備稼動しています。これは地域の未利用有機性資源のリサイクルに取り組み、環

境への負荷軽減に配慮した持続的な農業の確立及び未利用有機性資源の循環社会システムの

構築を目的に、平成 14（2002）年より運転を開始しています。生産された堆肥は「エコロン」

の名称で１袋 15kgを 200円で地元農家等に販売しています。 

 

※製造工程は１サイクル２週間とし、濃縮汚泥 130m3から堆肥 2.6tを生産することができま

す。平成 28年度の生汚泥発生量は 1,033m3です。 

 

■エコロンの販売実績 

（単位：袋）           

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

244 578 912 752 579 
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３．自然環境 

 

① 山の管理状況 

本町の森林資源の総面積は本町総面積 34,369haのうち約９割を占めており、森林整備につ

いては「南越前町森林整備計画」（平成 29 年４月改訂 計画期間：令和８年３月末）に基づ

き行われています。林業については、木材価格の低迷や労働コストの増大、高齢化などによ

る経営意欲の減退が目立ち、間伐等の保育作業が行われない森林が多く見受けられ、森林の

荒廃が進むなどの課題があります。 

 

■森林資源 

（単位：ha、％）    

 総面積 国有林 公有林 私有林 

面積 31,458  6,529  4,573 20,355  

 
人工林 9,489  596  2,295 6,591  

人工林率 30.2  9.1  50.2 32.4  

 

資料：福井県林業統計書（平成 28年）   

 

■樹木別標準伐期齢 

（単位：年生） 

種類 標準伐期齢 

スギ 40 

ヒノキ 45 

マツ 40 

ブナ・ミズナラ 65 

その他の広葉樹 25 

 

■人工造林の対象樹種 

 スギ、ヒノキ、クヌギ、ナラ類、ケヤキ 

 

■天然更新の対象樹種 

 アカマツ、クヌギ、ナラ類、ブナ、ケヤキ 

 

 

（１）山・海・里（里地、里山、里川） 
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②海の管理状況 

本町は、石川県加賀市から福井県敦賀市までの 100km

余りの海岸線を中心に自然公園として指定された「越前

加賀海岸国定公園」の区域の一部を有しています。また、

海水浴場、漁港がそれぞれ河野、甲楽城、糠にあり、海

水浴場は町、河野観光協会、漁港は町が管理にあたって

います。 

近年、海水温度の変化等に起因すると考えられる、エ

チゼンクラゲの大量発生など、海の生態系の変化が水産

業にも影響を及ぼしており課題となっています。 

 

 

 

 

 

③里の管理状況 

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」（平成 26 年９月改訂）に基づき、農

業経営の発展を裏づけとする農地保全に努めています。 

水田の保全については、その大部分が水稲作付けですが、転作での大麦、大豆、そばの作

付け及び大麦あと周年作そばを奨励するなど、有効利用を図っています。（平成 29 年生産調

整面積 341.6ha） 

里地の管理を維持していくうえで、人口の減少や農業従事者の高齢化などによる耕作の放

棄などが課題となっています。 

 

■農地等 

  （単位：ha）       

 農用地計 水田 普通畑 

面積 1,149.5  1,004.9  144.6 

 

資料：福井県市町勢要覧「平成 28年度版」       

定置網漁 
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■河川 

（単位：km） 

名 称 
町内延長 

１級河川 

日 野 川 41.07 

清 水 川 4.20 

牧 谷 川 4.90 

金 粕 川 2.52 

阿 久 和 川 4.20 

奥 野 々川 4.00 

田 倉 川 10.25 

鹿 蒜 川 4.47 

桝 谷 川 6.00 

木之子谷川 2.30 

念 仏 谷 川 0.70 

岩 谷 川 1.50 

黒 谷 川 0.15 

赤 谷 川 0.35 

２級河川 町内延長 

河 野 川 5.02 

糠 川 1.65 

 

 

 

①動植物の保護・育種 

 県においては、「レッドデータブック※1」として希少な動植物をまとめており、山、海に囲

まれた本町の豊かな自然の中には、貴重な動植物が多く生息・生育しています。福井県の生

物多様性に関する調査は、「福井県自然環境保全条例」に基づき昭和 48（1973）年から定期

的に福井県自然環境保全調査研究会によって実施されてきました。さらに、県では、自然環

境保全条例に基づき県内の自然環境を総合的に把握することを目的として、昭和 54（1979）

年度から動植物、地形地質、景観などの分布状況等を取りまとめた「みどりのデータバンク」

の整備を進めています。 

 ここでは、県のレッドデータブックに取り上げられており、かつ、環境省に「絶滅危惧Ⅰ

類～Ⅱ類」として認定され、南越前町に生息記録のある動植物を紹介します。 

                                                   
※1 レッドデータブック：絶滅のおそれのある野生生物をリストアップし、それぞれの種についての生

息・生育状況や絶滅の危険度について解説した報告書 

※平成 21年３月 31日現在 

（２）動植物の保全 
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〈野生動物〉 

カテゴリー 分類１ 分類２ 名称 

絶滅危惧ⅠA類 鳥類 
チドリ目 

ウミスズメ科 
ウミスズメ 

絶滅危惧ⅠB類 昆虫類 
コウチュウ目 

ゲンゴロウ科  
ヤシャゲンゴロウ 

絶滅危惧ⅠＢ類 鳥類 
タカ目 

タカ科  
クマタカ 

絶滅危惧Ⅱ類 

鳥類 
スズメ目 

サンショウクイ科  
サンショウクイ 

淡水魚類 
ナマズ目 

アカザ科  
アカザ 

昆虫類 
カメムシ目 

イトアメンボ科  
イトアメンボ 

昆虫類 
チョウ目 

シジミチョウ科  
ギフチョウ 

陸産貝類 
異鰓目 

キセルガイ科  
キョウトギセル 

陸産貝類 
異鰓目 

ニッポンマイマイ科  
ココロマイマイ 

陸産貝類 
異鰓目 

オナジマイマイ科 
ハクサンマイマイ 

 

■カテゴリーの表記について 

絶滅危惧 IA類：ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの 

絶滅危惧 IB類：IA 類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高いもの 

絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危険性が増大している種 

ヤシャゲンゴロウ 
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〈野生植物〉 

カテゴリー 分類１ 分類２ 名称 

絶滅危惧Ⅱ類 

維管束植物 ラン科 サルメンエビネ 

維管束植物 ユリ科 コバイモ 

維管束植物 ナス科 アオホオズキ 

維管束植物 ミソハギ科 ミズマツバ 

維管束植物 サトイモ科 ナベクラザゼンソウ 

※その他の動植物については巻末の資料編にて記載しています。 

 

 

上記の表より、町内には多くの希少野生生物が存在

していることがわかります。これらを保護するために

は、希少野生生物の存在をまず知ることが重要です。

同時に、もっと身近な野生生物にも目を向け、保護し

ていく意識を高めることも必要です。例えば「カタク

リの花まつり」のように野生植物を観光資源とするこ

とで、種の保護や育種と観光客を受け入れるために地

域の美化に努めるといった両面を促進する効果が期待

できます。 

また、セイタカアワダチソウのような外来生物は、

在来生物の生態系などに影響を及ぼす危険があるため、

その影響を理解したうえで防除対策を講じる必要があ

ります。 

 

 

 

カタクリの花 
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②人と野生動物のすみわけ 

農山村地域の高齢化に伴う人間活動の後退や、地球温暖化が原因と考えられる積雪量の減

少、生ごみの不十分な管理などから、イノシシやシカ、カラス類など特定の野生鳥獣の生息

域の拡大や個体数の増加が認められ、農林業や生活環境、生態系への被害の範囲が広がって

います。 

被害防止対策の実施により、ここ数年、イノシシやシカなどによる被害は減少傾向にあり

ますが、イノシシの被害は引き続き全県にわたっており、シカの被害は嶺南地方から嶺北地

方に広がっています。 

本町においては、鳥獣による農作物等への被害が問題となっています。野生の動物にとっ

てもわたしたち人間にとっても生活しやすい環境づくりを整え、人と野生動物のすみわけを

より徹底することが課題です。また、生活地域に侵入する野生動物の駆除は重要な施策であ

り、南越前町猟友会の協力が大きいところですが、会員の高齢化による組織の弱体化も懸念

されます。ほかには、農地への生ごみの投棄も野生動物を寄せ付ける原因となっているため、

農地所有者に対し投棄防止を徹底することも必要です。 

 

〈すみわけのための施策〉 

・侵入防止柵設置事業 

  各種柵の資材費について集落への補助を行っている。 

 

電気柵の電力装置（太陽光パネルつき） 
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〈駆除施策〉 

・有害鳥獣捕獲奨励事業 

   鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び「福井県有害鳥獣捕獲実施要綱」の規

程に基づき、南越前町猟友会に対し捕獲の許可を行ったうえで捕獲駆除している。 

  捕獲の方法は、檻、くくりわな、銃器など。 

 

■捕獲結果（平成 28年度） 

（単位：頭、羽） 

種類 捕獲数 

シカ 196 

イノシシ 157 

ニホンザル 9 

ハクビシン 28 

合計 390  

             

 

・有害鳥獣対策協議会 

  町、県、警察、猟友会らで構成。有害鳥獣の捕獲及び処理や捕獲檻の管理、電動ガン

の購入などを行い、農家組合長等に無償貸付している。 

 

捕獲檻で捕獲されたイノシシ 
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標高 492ｍの杣山の山頂付近に築かれていた天然の要塞「杣山城跡」をはじめ、北陸の宿

場町であった面影を残す「京藤甚五郎家」など、本町には、歴史、文化的に価値のあるもの

が多くあります。約 100 年前に人の手によって積み上げられた巨大な歴史的砂防堰堤である

「アカタン砂防堰堤群」は自然学習の場ともなっています。 

これらの貴重な地域資源を守り、活用するためには、資源を取り巻く環境保全活動を同時

に進めることが重要であり、環境保全と観光施策を一体的な取り組みとして活かしていくこ

とが求められます。 

■主な国・県指定・登録文化財 

№ 種別 名称 時代 指定年月日 所在地 

１ 国・史跡 杣山城跡 室町 昭和 ９年 ３月 13 日 阿久和、中小屋、社谷 

２ 国・名勝 伊藤氏庭園 江戸 昭和 ７年 ４月 19 日 瀬戸 

３ 国・建造物 中村家住宅 明治 平成 27年 ７月 ８日 河野 

４ 国・登録有形文化財 アカタン砂防堰堤群 明治 平成 16 年７月 23 日 古木 

５ 国・登録有形文化財 高倉砂防 西高倉堰堤 明治 平成 21 年 １月 ８日 瀬戸 

６ 国・登録有形文化財 旧右近家別荘 西洋館 昭和 10年 平成 21 年 １月 ８日 河野 

７ 国定公園 越前加賀海岸国定公園  昭和 43 年 ５月 １日 河野海岸 

８ 県・天然記念物 栃の木峠のトチノ木 樹齢約 500年 昭和 49年 ４月 16日 板取 

■主な町指定文化財 

№ 種別 名称 時代 指定年月日 所在地 

１ 建造物 宝篋印塔 南北朝 昭和 60 年 ４月 １日 湯尾・妙法寺 

２ 建造物 京藤甚五郎家 江戸 平成 11年 ５月 10日 今庄 

３ 史跡 丸岡藩領標柱 江戸 昭和 49 年 ３月 １日 合波・白鬚神社 

４ 史跡 丸岡藩領標柱 江戸 昭和 49 年 ３月 １日 合波・自信家 

５ 史跡 燧ヶ城跡 平安 昭和 52 年 ７月 １日 今庄 

６ 史跡 丸岡藩領標柱 江戸 昭和 56 年 ６月 １日 大門・八幡神社 

７ 史跡 西光寺丸城跡 安土桃山 昭和 57年 ６月 10日 板取 

８ 史跡 木ノ芽峠城跡 安土桃山 昭和 57年 ６月 10日 板取 

９ 史跡 観音丸城跡 安土桃山 昭和 57年 ６月 10日 二ツ屋 

10 史跡 湯尾峠   昭和 58年 ３月 18日 湯尾 

11 史跡 西街道(馬借街道) 室町 昭和 59年 11月 22日 今泉～越前市間 

12 史跡 たこの呼び坂 平安 昭和 59年 11月 22日 大谷 

13 史跡 下長谷の洞窟 南北朝 昭和 60年 10月 11日 甲楽城 

14 史跡 特務艦「関東」の遭難の碑 大正 14年 昭和 61年 ４月 18日 糠 

15 史跡 円宮寺の避難洞窟 安土桃山 昭和 61年 ４月 18日 河内 

16 史跡 鉢伏城跡 安土桃山 平成元年  ３月  １日 板取、二ツ屋 

17 史跡 石造りアーチ橋 明治 平成 ４年 ４月 13 日 赤萩 

18 史跡 マンダラ寺遺跡 奈良～平安 平成 ８年 10 月 １日 赤萩 

19 史跡 法華岩 鎌倉 平成 12 年 ８月 ７日 甲楽城 

20 天然記念物 欅   昭和 55 年 ５月 １日 二ツ屋・日吉神社 

21 天然記念物 藤の森の椿の群生   昭和 61年 ４月 18日 大谷 

22 天然記念物 大谷のムクロジ   平成 ８年 10 月 １日 大谷 

資料：町勢要覧 

（３）地域資源 
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■自然や動植物にふれあう公園等 

№ 種別 名称 説明 所在地 

１ 

施 設 

今庄 365 スキー場 

鉢伏山山腹に広がるスキー場。山頂からは日本海の眺望が開け、

雄大なパノラマを背にしての滑降は格別。最大滑走距離 2,100ｍ、

最大斜度 33°。 

板取地係 

２ リトリートたくら 
そば打ち、餅つき、つるし柿などの体験のほか、体験農園では野菜

や果物の収穫体験ができる。 
古木地係 

３ 河野天文学習館 

丹南地区で初めての天文学習館。毎月テーマに合わせた夜空を学

習できるプラネタリウムや、天体観望を実際に体験できる天体観測

室などの設備が充実。 

今泉地係 

４ キャンプ場めだかの学校 
清らかな水を湛えた河野川のほとりには、バンガロー、バーベキュー

舎があり、手軽にアウトドアライフが満喫できる。 
赤萩地係 

５ 

公 園 

花はす公園 

千葉県検見川の地下で眠っていたハスの実が 2000 年ぶりに蘇った

「大賀蓮」をはじめ、世界のはす 108 種が優雅な姿で園内いっぱい

に咲く。 

中小屋地係 

６ レインボーパーク南条 日野川沿いの河川敷を遊びのゾーンにした河川公園。 牧谷地係 ほか 

７ 関ノ越八十八ヶ所森林公園 
関ケ鼻と上別所に通じる登山道がある。登山口には案内看板があ

り、頂上には山小屋もある。 

関ケ鼻 

～上別所 

８ 今庄ウォーターパーク 日野川沿いの河川敷を遊びのゾーンにした河川公園。 合波地係 

９ ふれあいシーサイドパーク 
国道 305号沿いに設けられた海浜公園。海を眺めながら芝生公園、

噴水広場を散策できます。 
今泉地係 

10 南越前ダイビングパーク 

ダイビングと海を楽しむ人のための拠点施設。ダイビングスクールや

シュノーケリング教室を開催。初心者でも越前の海を思い切り堪能

できる。 

甲楽城地係 

11 

海水浴場 

河野海水浴場 
七月上旬の海開きとともに、県内はもとより中京・関西方面からも大

勢の海水浴客が訪れる。きれいな水と砂浜、そして越前海岸ならで

はの奇岩が創り出すダイナミックな造形美が人気の秘密。 

河野地係 

12 甲楽城海水浴場 甲楽城地係 

13 糠海水浴場 糠地係 

14 

登山道 

ホノケ山登山道 
河野や越前市に通じる登山道。かつて塩を運んだことから「塩の道」

と呼ばれるほか、「古北街道」とも呼ばれている。 
ホノケ山 

15 杣山登山道 
登山口から西御殿跡、杣山山頂、尾根出合を通過点として数コース

を設定。上り下りで最長２時間強。 
杣山 

16 藤倉山ハイキングコース 
八十八ヶ所参道から鍋倉山、藤倉山に渡るハイキングコース。全行

程３時間 30分。 
藤倉山・鍋倉山 

17 湯尾峠登山道 湯尾から孫嫡子神社、今庄へ通じる登山道。 湯尾地係ほか 

18 木ノ芽峠登山道 木ノ芽城塞群、言奈地蔵、峠の茶屋を結ぶ登山道。 板取地係ほか 

19 

池・滝 

武周ヶ池 
野見岳頂上に、ブナの原生林に囲まれた周囲約 360ｍの池。年中

変わらぬ水を湛えている。 
野見岳頂上 

20 不動ヶ滝 

この場所に不動明王が流れ着き、滝の横に安置されたことが、名前

の由来。春には周辺に桜が咲き乱れ、ハイキングスポットとして親し

まれている。 

鋳物師地係 

21 夜叉ヶ池 
標高 1,100ｍの山頂に満々と水を湛える周囲 230ｍ、最水深約８ｍの

ほぼ円形の池。希少動物種ヤシャゲンゴロウが生息。 
岩谷地係 

22 白竜の滝 
海岸沿いを走る国道 305 号線の南越前町と越前町の境にある海岸

沿いの滝。落差は約 20ｍ。 
糠地係 

23 高谷池 

宅良川と広野ダムとの間で広野ダム側の赤谷横の尾根に発達する

奇妙な湿地状の池。周囲長約 200m 程。成因的には山頂あるいは

尾根部の短距離滑落が原因。現在次第に埋積されつつある。 

赤谷山 

24 

ダ ム 

桝谷ダム 
平成17年に完成したダムは、桝谷川の上流に高さ約100mの石など

を積み上げたロックフィル式。有効貯水量 2,310万㎥。 
桝谷地係 

25 広野ダム 

昭和 51 年に完成したダムは、日野川流域の農業・工業用水の確保

など多目的ダムとして建設。周辺には公園等も整備され、自然環境

と相まって景色がすばらしい。 

広野地係 

26 水 鶯清水 

ＪＲ南条駅の線路をはさんだ反対側にある。「ふくいのおいしい水」と

して福井県が所定の水質基準を達成した飲用可能な湧き水として

認定。 

西大道地係 

資料：町勢要覧 
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４．地球環境 

  

国連の「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）※1」第５次評価報告書によると、気

候システムの温暖化には疑う余地はないとされ、人為起源の温室効果ガスの排出が、20世紀

半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因である可能性が極めて高いとされています。 

 パリ協定や日本の約束草案を踏まえ、政府は、日本の地球温暖化対策を総合的かつ計画的

に推進するための計画である「地球温暖化対策計画」を平成 28 年５月に閣議決定しました。

当該計画では約束草案に基づき、「2030年度において、2013年度比 26％減（2005年度比 25.4％

減）」との目標が掲げられ、この目標達成のための各部門の取組みを明らかにするとともに、

各事業主体、国、地方公共団体が講ずべき施策について示されています。 

 

 

 

オゾン層は、地上から 10～50km の成層圏にあり、太陽光に含まれる人体に有害な紫外線

を吸収する働きがあります。しかし、冷蔵（冷凍）庫をはじめとする冷媒や電子部品の洗浄

剤などとして使用されてきたＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）やＨＣＦＣ（ハイドロクロ

ロフルオロカーボン）※2などの物質がオゾン層の破壊の原因となることが明らかになってい

ます。この影響により、オゾン層は 1980年代を中心に熱帯地域を除き、ほぼ全地球的に減少

しました。 

 国際的にオゾン層破壊物質の削減に取り組んでおり、国内でも昭和 63（1988）年に「特定

物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）」を制定し、オゾン層の

破壊力が強い特定フロンなどの製造中止、使用削減に努めるよう定めました。また平成 13

（2001）年には「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フ

ロン回収・破壊法）」を制定し、適切なフロンの回収・破壊処理などを推進しています。 

 現在、本町では、不法投棄された冷蔵庫やエアコンなどから、冷媒として使用されている

フロン類が流れ出すことが懸念されます。 

 

                                                   
※1 気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）：国連環境計画と世界気象機関が共催し、各国政府が

指名した専門家や行政官が参加する会合 
※2 ＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）・ＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン）：いわゆるフロ

ンの一種で、炭素、フッ素及び塩素からなる物質 

（１）地球温暖化 

（２）オゾン層 
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 酸性雨は、工場や自動車などから排出された硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質

が、雨に取り込まれｐＨ（ピーエッチ）※1が 5.6 以下となる雨です。環境省が実施した酸性

雨調査では、全国的に欧米並みの酸性雨が観測されています。酸性雨は、原因物質の発生源

から数千 km も離れた地域にも影響を及ぼす性質があり、国境を越えた広域的な現象です。 

日本海側の地域では、中国大陸に由来した汚染物質の流入が示唆されたとの調査結果がでて

います。 

本町にある夜叉ヶ池は、流れ込む谷筋も、流れ出る川筋もないものの、ｐＨやアルカリ度

が低く、水質の酸性化が危惧されています。現在、環境省が行う「酸性雨長期モニタリング

計画」の調査対象になっており、国（環境省・林野庁）と県（衛生環境研究センター）の協

力により水質調査を実施し、酸性化のメカニズムの解析・解明を進めています。 

本町における酸性雨の影響は明らかになっていませんが、今後河川などの酸性化による陸

水生態系への影響、土壌の酸性化による森林への影響及び建造物や文化財への影響が懸念さ

れます。 

 

                                                   
※1 ｐＨ（ピーエッチ）：水素イオン濃度を表す指数。pH は０から 14まであり、pH＝７で中性、pH＜７

で酸性、pH＞７でアルカリ性を示す。pH5.6以下になった雨水などを酸性雨という 

（３）酸性雨 

http://www.weblio.jp/content/14
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E6%80%A7
http://www.weblio.jp/content/%E9%85%B8%E6%80%A7
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA%E6%80%A7
http://www.weblio.jp/content/%E9%9B%A8%E6%B0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E9%85%B8%E6%80%A7%E9%9B%A8
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５．環境教育 

 

 環境学習については、学校教育の中では、総合的な学習の時間などにおいて環境問題を取

り上げたり、環境美化活動などを行っています。 

 そのほか、学習の母体である校舎においても、環境学習の場として「自然を身近に感じる

ことができる児童の目線に立った施設」の整備に取り組んでいます。平成 16（2004）年に完

成した南条小学校の校舎は、文部科学省の「エコスクール」の認可を受け、校舎内の木質化

を図り、夜間電力を利用した床暖房・空調設備、太陽光発電設備、風力発電設備、小水力発

電設備、生ごみ堆肥化設備を設置。また平成 19（2007）年に完成した今庄小学校の校舎は、

町有林の杉を柱材などに使用し、ぬくもりのある木造校舎として整備されました。両小学校

ともに、児童が地域の環境について考えることのできる条件を整えた施設となっています。 

 しかし、学校外での学習の機会は主に家庭となっているため、野鳥、海洋生物及び水辺の

生き物など豊富な生物資源を活かした自然観察会を開催するなど、身近な学習の場の確保が

必要です。 

 また、アースサポーター（地球温暖化防止活動推進員）の育成に取り組み、かつ、人的資

源として活用し、地域や団体における地球温暖化問題をテーマとした学習会の開催による意

識啓発も課題です。 

 

■小中学校で行われている環境学習・活動の例 

学校名 取り組み内容 

南条小学校 

①環境学習 

    内容：生き物探検  

   日時：１学期／人数：小２  39人 

   内容：地球に生きる  

   日時：３学期／人数：小６  50人 

今庄小学校 

①環境学習 

   内容：田んぼまわりの生き物について 

日時：平成 29年 6月 15日／人数：小４  14人 

内容：川の生き物をつかまえる 

日時：平成 29年 6月 22日／人数：小４  14人 

内容：ヤシャゲンゴロウについて 

日時：平成 29年 6月 29日／人数：小４  14人 

河野小学校 

①環境学習 

   内容：甲楽城遊歩道の漂着ごみ調査 

   日時：平成 29年 4月 19日（２時間）／人数：小５  1１人 

   内容：河野近海の環境調査 

   日時：平成 29年 5月 12日（２時間）／人数：小６  １５人 

 

②自然観察 

   内容：河野近海の生き物の観察 

   日時：平成 29年 5月 31日（２時間）／人数：小６  15人 

    内容：河野近海の生き物の観察（シュノーケリング体験） 

   日時：平成 29年 7月 13日（３時間）／人数：小５・６ 26人 

 

③環境保全学習 

   内容：河野海岸４ヶ所での清掃 

   平成 29年 7月 11日（2時間）／人数：全学年  66人 

 

 

（１）環境学習 
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学校名 取り組み内容 

湯尾小学校 

①環境学習 

   内容：今庄地区排水処理施設見学 

   日時：平成 29年 9月 8日／人数：小４  14人 

    内容：流れる水のはたらき（日野川の観察） 

   日時：平成 29年 9月／人数：小５ 10人 

 

②自然観察 

   内容：日野川付近野外観察 

   日時：平成 29年 6月 14日／人数：小１  12人 

    内容：学校周辺虫探し 

   日時：平成 29年 6月 9日／人数：小２ 14人 

 

③環境教育活動 

   内容：エコキャップ運動 

   日時：通年／人数：全校児童  76人 

 

④環境保全活動 

   内容：クリーン大作戦 

   日時：平成 29年 10月／人数：小４ 14人 

南条中学校 

①環境学習 

   内容：玄関の花、中庭の花、農作物の栽培 

   日時：４月～１１月／発表／人数：中１  54人 

   

②環境教育活動 

   内容：エコキャップ運動  

   日時：通年／人数：全校生徒  164人        

今庄中学校 

①環境教育活動 

   内容：森林学習 

   日時：平成 29年 8月 6日／人数：中３  38人 

河野中学校 

 

①環境学習 

   内容：校舎周辺の植物観察、動物観察、及び水中の生物調査 

 日時：平成 29年 4月 8日～22日（５時間）／人数：中１ ９人 

 内容：校舎周辺の風向、湿度調査（手作り風向計、手作り湿度計による調査） 

 日時：平成 29年 10月 11日～17日（４時間）／中２ １４名 

 内容：自然環境の調査と保全（自然環境に関するレポートづくり） 

 日時：平成 30年 1月(3時間)／中３ １８名 

 

②環境保全活動 

   内容：河野海岸４ヵ所での清掃 

   日時：平成 29年 7月 11日、10日(１時間)／人数：全校生徒  41人 

 

 

 

町内で行われている自然関係の環境活動については以下のとおりです。 

集落を単位とする、あるいは地域を単位に組織されている団体のほとんどが、活動の一環

として草刈り、花壇整備、花植えやごみ拾いなどを通年スケジュールに数回組み込んで環境

活動に関する啓発の一助となっています。町民や企業が環境保全活動に取り組むための場や

機会の拡大などを図ることが課題です。 

  

（２）環境活動 
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■団体の種類 

  子供会、壮年団体、婦人団体、老人クラブ、小中学校ＰＴＡ、事業所など 

 

■クリーンアップふくい大作戦 

 環境週間にあわせ、クリーンアップふくい大作戦の統一行動への参加を区長を通じて依

頼し、地域の環境美化活動に全町で取り組む。 

 

■田倉川と暮らしの会 

 国の登録有形文化財の指定を受けたアカタン砂防堰堤群の保存活動に国、県、町そして

地域の学生や子どもたちを巻き込み、古来砂防技術の伝承に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本町では、広報紙やホームページを活用し、環境に関する情報提供を行っています。また、

環境全般について、国や県との連携を図りながら環境に関する啓発や情報提供を積極的に行

っています。 

 

アカタン砂防堰堤群 

（３）環境情報 


